
　

国
民
年
金
に
は
、
学
生
本
人
の
前
年
所
得

が
一
定
基
準
以
下
の
場
合
、
申
請
し
て
承
認

さ
れ
る
と
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
「
学

生
納
付
特
例
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。
承
認
期

間
は
、
原
則
４
月
か
ら
翌
年
３
月
ま
で
で
す
。

　

対
象
と
な
る
の
は
、
大
学
（
大
学
院
）
、
短

大
、
高
等
学
校
、
高
等
専
門
学
校
、
専
修
学

校
、
各
種
学
校
等
に
在
籍
さ
れ
て
い
る

20

歳
以
上
の
学
生
の
方
で
す
。

　

な
お
、
平
成

20

年
度
に
学
生
納
付
特
例

が
承
認
さ
れ
た
方
で
、
平
成

21

年
度
に
引

き
続
き
学
生
納
付
特
例
を
希
望
さ
れ
る
場

合
も
申
請
手
続
き
が
必
要
で
す
。

　

申
請
さ
れ
る
方
は
、
認
印
・
学
生
証
を
持

っ
て
役
場
住
民
課
保
険
年
金
担
当
ま
で
お

越
し
く
だ
さ
い
。

　

厚
生
年
金
保
険
ま
た
は
共
済
組
合
に
加

入
し
て
い
る
方
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
配
偶

者
で
、
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
方
は
、
日

本
国
内
に
住
所
が
な
い
方
を
含
め
て
、
届
け

出
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
民
年
金
第
３
号

被
保
険
者
と
な
り
ま
す
。
第
３
号
被
保
険
者

の
方
の
保
険
料
は
、
配
偶
者
が
加
入
し
て
い

る
年
金
制
度
か
ら
拠
出
さ
れ
ま
す
の
で
個

別
に
納
付
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

平
成

17

年
３
月
ま
で
は
、
第
３
号
被
保

険
者
の
届
け
出
が
遅
れ
た
場
合
、
２
年
以
上

前
の
期
間
は
「
未
納
と
同
じ
扱
い
」
と
な
っ

て
い
ま
し
た
が
、
現
在
は
特
例
届
出
に
よ
り

「
保
険
料
納
付
済
期
間
」
と
な
り
、
将
来
支

給
さ
れ
る
老
齢
基
礎
年
金
の
年
金
額
に
反

映
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
す
で
に
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
さ

れ
て
い
る
方
で
あ
っ
て
も
、
届
け
出
の
あ
っ

た
翌
月
か
ら
年
金
額
が
改
定
さ
れ
ま
す
。

　

詳
し
く
は
草
津
社
会
保
険
事
務
所
国
民

年
金
業
務
課
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

20
年
度
に
学
生
納
付
特
例
が
承
認

さ
れ
21
年
度
も
学
生
で
あ
る
こ
と

が
社
会
保
険
事
務
所
に
よ
っ
て
把

握
さ
れ
て
い
る
方
は
、
ハ
ガ
キ
が
郵

送
さ
れ
ま
す
の
で
、
所
定
事
項
を
記

入
し
て
い
た
だ
き
、
返
送
し
て
い
た

だ
く
だ
け
で
結
構
で
す
。
た
だ
し
、

20
年
度
後
半
に
申
請
を
さ
れ
た
方

は
、
従
来
ど
お
り
申
請
し
て
い
た
だ

く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

70
歳
未
満
の
方
が
入
院
す
る
場
合
は
、

限
度
額
適
用
認
定
証
の
交
付
を
役
場
住
民

課
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
（
70
歳
以
上
の

方
は
、
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
の
み
申

請
が
必
要
と
な
り
ま
す
）。

　

自
己
負
担
分
（
医
療
費
の
３
割
ま
た
は

２
割
）
が
高
額
に
な
り
、
限
度
額
を
超
え

た
場
合
、「
限
度
額
適
用
認
定
証
」（
住
民

税
非
課
税
世
帯
は
「
限
度
額
適
用
・
標
準

負
担
額
減
額
認
定
証
」
）
を
医
療
機
関
に

提
示
す
る
こ
と
で
、
支
払
い
が
限
度
額
ま

で
と
な
り
ま
す
。

※
国
民
健
康
保
険
税
を
滞
納
し
て
い
る
世

帯
に
は
交
付
で
き
ま
せ
ん
。

　

「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
は
、
ひ
と
月
の

医
療
費
の
自
己
負
担
の
限
度
額
を
示
し
た

も
の
で
す
。
自
己
負
担
限
度
額
は
所
得
区

分
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
の
で
、
あ
ら
か

じ
め
国
保
に
申
請
し
、
交
付
さ
れ
た
認
定

証
を
入
院
時
に
医
療
機
関
に
提
示
す
る
と
、

そ
の
月
の
窓
口
で
の
支
払
い
が
下
記
の
限

度
額
ま
で
と
な
り
ま
す
。
限
度
額
を
超
え

た
分
は
医
療
機
関
が
国
保
に
請
求
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　

医
療
費
が
高
額
に
な
っ
た
と
き
に
は
、

高
額
療
養
費
制
度
が
あ
り
ま
す
が
、
75

歳
に
な
る
月
に
つ
い
て
は
誕
生
日
に
国
保

か
ら
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
移
行
す
る

た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
で
自
己
負
担
限
度
額
が

適
用
さ
れ
、
負
担
が
倍
増
す
る
場
合
が
あ

り
ま
し
た
。
こ
の
た
め
、
平
成
21
年
１
月

か
ら
、
75

歳
に
な
る
月
に
限
っ
て
国
保

と
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
そ
れ
ぞ
れ
の
自

己
負
担
限
度
額
を
２
分
の
１
ず
つ
と
し
、

２
つ
を
あ
わ
せ
て
も
こ
れ
ま
で
と
変
わ
り

ま
せ
ん
。

◆
入
院
し
た
と
き
の
窓
口
で
の
医
療
費
負
担

　

が
軽
減
さ
れ
ま
す　

■自己負担限度額（月額）

※ 1 過去 12 か月間に、ひとつの世帯で高額療養費の支給が４回
以上あった場合の４回目以降の限度額

※ 2「上位所得者」は、基礎控除後の総所得金額が６００万円を
超える世帯

所得区分 ３回目までの限度額 ４回目以降の
限度額（※１）


